
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請 

（
共
同
参
画
社
会
推
進
課
）　

　

一

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
変
更
の
届
出 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

一

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　

　

一

〇
道
路
の
区
域
変
更 

（
道　

路　

課
）　

　

二

〇
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出 

（
仙
台
地
方
振
興
事
務
所
）　

　

二

 
公

告

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
自
立
支
援
医
療
を
行
う
医
療
機
関
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

三

選
挙
管
理
委
員
会

〇
個
人
演
説
会
等
の
公
営
施
設
の
告
示
の
一
部
改
正 

　
　

三

 
監
査
委
員

〇
定
期
監
査
結
果
に
対
す
る
措
置
の
公
表 

　
　

三

 
公
安
委
員
会

〇
警
備
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

　
　

六

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
六
十
六
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動

法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
さ
れ
る
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
六
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

と
よ
さ
と
マ
イ
・
タ
ウ
ン
ク
ラ
ブ

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

伊
藤　

國
雄

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

登
米
市
豊
里
町
上
屋
浦
五
十
一
番
地
二

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

こ
の
ク
ラ
ブ
は
、
登
米
市
豊
里
地
区
を
中
心
と
し
た
周
辺
市
町
村
に
お
い
て
、
自

主
企
画
・
自
主
運
営
に
よ
る
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
活
動
等
を
通
じ
た
地
域
住
民
間
の

交
流
に
よ
り
、
地
域
に
お
け
る
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
を
図
り
、
子
ど
も
達
の
ス

ポ
ー
ツ
環
境
を
整
備
し
、
よ
り
よ
い
地
域
づ
く
り
の
発
展
、
更
に
は
地
域
福
祉
の

充
実
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
一
年
六
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
六
十
七
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
六
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
六
十
八
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
六
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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変
更
前

変
更
後

事

業

所

番

号

〇
四
一
五
一
〇
〇
六
八
四

設
置
者
名

医
療
法
人
社

団
原
ク
リ
ニ

ッ
ク

指
定
障
害
福

祉
サ
ー
ビ
ス

の
種
類　
　

就
労
継
続
支

援
Ｂ
型

　

事
業
所
の
名
称　

　

及
び
所
在
地

仙
台
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル

ス
サ
ー
ビ
ス

仙
台
市
青
葉
区
堤
通

雨
宮
町
四
番
地
二
号

朝
日
プ
ラ
ザ
エ
ザ
ー

ス
Ⅱ
一
〇
一
号

仙
台
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル

ス
サ
ー
ビ
ス

仙
台
市
青
葉
区
昭
和

町
二
番
二
十
五
号

変
更
年
月
日 

平
成
二
十
一
年

六
月
一
日



〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
六
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
六
月
十
二
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
北
部

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
六
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

古
川
登
米
線

三　

道
路
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
七
十
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
金
洗
堰
土
地
改
良
区

役
員
の
就
任
及
び
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
六
月
十
二
日

 

宮
城
県
仙
台
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

齋　
　

藤　
　

俊　
　

夫　
　
　

一　

就
任
し
た
者

二　

退
任
し
た
者

第2065号　平成21年６月12日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

事

業

所

番

号

〇
四
一
五
一
〇
〇
六
八
四

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

仙
台
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

サ
ー
ビ
ス

仙
台
市
太
白
区
長
町
三

丁
目
八
番
九
号
渡
辺
ア

パ
ー
ト
一
〇
一
号

廃
止
し
た
指
定
障

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

自
立
訓
練
（
生
活

訓
練
）

設
置
者
名

医
療
法
人
社
団

原
ク
リ
ニ
ッ
ク

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
一
年

五
月
三
十
一
日

変　

更　

の　

区　

間

大
崎
市
田
尻
北
牧
目
字
新
堀
一
七
六
番
地
先

か
ら

同
市
田
尻
沼
部
字
新
堀
東
二
番
五
地
先
ま
で

変
更
の

前　

後

　

Ａ
前　
　

Ｂ
後
Ａ

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

一
〇
・
〇
〜

　
　

一
二
・
五

一
〇
・
一
〜

　
　

一
〇
・
二

一
〇
・
〇
〜

　
　

一
二
・
五

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

八
二
・
八

九
一
・
四

八
二
・
八

備　
　

考

　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

就

任

年

月

日

平
成
二
十
年
十
二
月
四
日

平
成
二
十
年
十
二
月
四
日

平
成
二
十
年
十
二
月
四
日

平
成
二
十
年
十
二
月
四
日

平
成
二
十
年
十
二
月
四
日

平
成
二
十
年
十
二
月
四
日

平
成
二
十
年
十
二
月
四
日

平
成
二
十
年
十
二
月
四
日

平
成
二
十
年
十
二
月
四
日

氏　
　
　

名

跡　

部　

昌　

洋

吉　

田　

耕　

作

早　

坂　

良　

博

堀　

籠　

龍　

哉

松　

井　

正　

記

佐
々
木　

金　

彌

渡　

辺　

一　

正

早　

坂　

豊　

弘

高　

橋　

一　

郎

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

黒
川
郡
大
衡
村
駒
場
字
上
推
路
三
十
七
番
地

加
美
郡
色
麻
町
大
字
下
本
町
一
番
地
の
一

加
美
郡
色
麻
町
大
字
小
原
沢
八
番
地

黒
川
郡
大
衡
村
大
瓜
字
中
島
四
十
八
番
地

加
美
郡
色
麻
町
大
字
下
本
町
二
十
六
番
地

黒
川
郡
大
衡
村
大
衡
字
尾
西
四
十
番
地
の
二

黒
川
郡
大
衡
村
大
衡
字
小
沓
掛
四
十
八
番
地

黒
川
郡
大
衡
村
大
衡
字
座
府
六
十
二
番
地

黒
川
郡
大
衡
村
大
衡
字
松
本
二
番
地

役
職
名

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

退

任

年

月

日

平
成
二
十
年
十
二
月
三
日

平
成
二
十
年
十
二
月
三
日

平
成
二
十
年
十
二
月
三
日

平
成
二
十
年
十
二
月
三
日

平
成
二
十
年
十
二
月
三
日

平
成
二
十
年
十
二
月
三
日

平
成
二
十
年
十
二
月
三
日

平
成
二
十
年
十
二
月
三
日

氏　
　
　

名

跡　

部　

昌　

洋

吉　

田　

耕　

作

早　

坂　

良　

博

堀　

籠　

龍　

哉

松　

井　

正　

記

佐
々
木　

金　

彌

渡　

辺　

一　

正

早　

坂　

豊　

弘

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

黒
川
郡
大
衡
村
駒
場
字
上
推
路
三
十
七
番
地

加
美
郡
色
麻
町
大
字
下
本
町
一
番
地
の
一

加
美
郡
色
麻
町
大
字
小
原
沢
八
番
地

黒
川
郡
大
衡
村
大
瓜
字
中
島
四
十
八
番
地

加
美
郡
色
麻
町
大
字
下
本
町
二
十
六
番
地

黒
川
郡
大
衡
村
大
衡
字
尾
西
四
十
番
地
の
二

黒
川
郡
大
衡
村
大
衡
字
小
沓
掛
四
十
八
番
地

黒
川
郡
大
衡
村
大
衡
字
座
府
六
十
二
番
地

役
職
名

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事



 
公

告

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
立
支
援
医
療

の
う
ち
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
行
う
医
療
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
六
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 
選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
七
十
七
号

　

平
成
七
年
宮
選
管
告
示
第
八
号
（
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
告
示
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
六
月
十
二
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委

員

長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

　

仙
台
市
原
町
保
育
所
の
項
中
「
仙
台
市
宮
城
野
区
清
水
沼
三
丁
目
六
番
一
一
号
」
を
「
仙
台
市
宮
城
野
区
銀
杏
町
三

番
一
号
」
に
、
仙
台
市
岩
切
東
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
同　

市
宮
城
野
区
岩
切
字
青
津
目
一
三
七
番
地

八
」
を
「
同　

市
宮
城
野
区
岩
切
字
青
津
目
一
三
七
番
地
の
八
」
に
改
め
る
。

　

将
監
四
丁
目
集
会
所
、
東
黒
松
集
会
所
、（
旧
）
羽
山
児
童
館
の
項
を
削
る
。

 
監
査
委
員

（3）　 平成21年６月12日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2065号　　 

平
成
二
十
年
十
二
月
三
日

佐　

野　
　
　

晃

黒
川
郡
大
衡
村
大
衡
字
竹
の
内
沢
六
十
五
番

地
の
三

理　

事

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

指
定
年
月
日

今
野
薬
局

今
野
薬
局　

大
代
店

塩
竈
市
海
岸
通
二－
七

多
賀
城
市
大
代
五－

四－
四
十
八

平
成
二
十
一
年
六
月
一
日

平
成
二
十
一
年
六
月
一
日

宮
城
県
知
事
か
ら
同
条
第
12項

の
規
定
に
よ
り
下
記
の
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
，
同
条
同
項
の
規
定

に
基
づ
き
公
表
す
る
。

　
　
平
成
21年

６
月
12日

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
畠
　
　
山
　
　
和
　
　
純
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
袋
　
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
遊
　
　
佐
　
　
勘
左
衛
門
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
工
　
　
藤
　
　
鏡
　
　
子
　
　
　

１
　
監
査
委
員
の
報
告
日

　
　
平
成
21年

３
月
31日

２
　
通
知
の
あ
っ
た
日

　
　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
平
成
21年

５
月
14日

３
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容
及
び
措
置
の
内
容

　
�
　
 北
部
県
税
事
務
所
（
旧
大
崎
県
税
事
務
所
）

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
み
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
さ
ら
に

適
切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
平
成
19年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
234,294,050円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
365,209,881円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
599,503,931円

　
　
　
・
平
成
18年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
164,476,065円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
349,802,333円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
514,278,398円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
収
入
未
済
額
の
縮
減
の
た
め
平
成
19年

度
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
る
宮
城
県
税
収
確
保
対
策
３
か
年
計
画
に

基
づ
き
以
下
の
税
収
確
保
対
策
を
講
じ
た
。

１
　
差
押
件
数
の
目
標
を
565件

に
設
定
し
，差
押
強
化
の
取
組
を
し
た
と
こ
ろ
，574件

の
差
押
え
を
行
い
，目

標
を
達
成
し
た
。
ま
た
，
電
話
加
入
権
及
び
動
産
の
公
売
や
当
事
務
所
で
初
と
な
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売

を
実
施
し
た
。

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
３
号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号

）
第
199条

第
９
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
し
た
定
期
監
査
結
果
に
つ
い
て
，
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県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
み
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
さ
ら
に

適
切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。 

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
平
成
19年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
 71,094,781円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
114,097,844円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
185,192,625円

　
　
　
・
平
成
18年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
 47,106,754円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
113,437,913円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
160,544,667円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
県
税
事
務
運
営
に
基
づ
き
，
事
務
所
の
「
運
営
基
本
方
針
」
及
び
「
事
務
実
施
計
画
」
を
策
定
し
，
収
入
未

済
額
の
縮
減
に
努
め
た
。

１
　
個
人
県
民
税
に
つ
い
て
は
，登
米
市
と
住
民
税
徴
収
対
策
会
議
を
開
催
し
，併
せ
て
情
報
交
換
も
４
回
行
っ

た
。
こ
れ
ら
に
基
づ
き
，
滞
納
処
分
研
修
や
共
同
催
告
を
実
施
し
徴
収
支
援
を
行
っ
た
。
ま
た
，
登
米
市
と

企
業
訪
問
を
実
施
し
，
特
別
徴
収
制
度
の
普
及
・
拡
大
を
図
っ
た
。

２
　
財
産
調
査
を
早
期
に
行
い
，
滞
納
処
分
を
徹
底
し
た
。
そ
の
結
果
，
差
押
目
標
件
数
200件

に
対
し
270件

の
実
績
と
な
っ
た
。（
預
貯
金
差
押
え
215件

，
給
与
差
押
え
45件

等
）
財
産
調
査
等
の
結
果
，
財
産
が
無
く

失
業
中
の
者
や
収
入
が
少
な
く
生
活
困
窮
者
等
資
力
の
な
い
者
に
つ
い
て
は
，
処
分
停
止
を
速
や
か
に
行
っ

た
。

　
�
　
気
仙
沼
県
税
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
み
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
さ
ら
に

適
切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。 

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
平
成
19年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
 88,593,568円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
146,420,056円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
235,013,624円

　
　
　
・
平
成
18年

度
収
入
未
済
額

２
　
所
内
滞
納
事
案
検
討
会
で
処
理
方
針
を
決
定
し
，
滞
納
整
理
の
適
正
な
進
行
管
理
に
努
め
た
。

３
　
自
動
車
税
に
つ
い
て
は
，
納
期
内
納
付
を
促
進
す
る
た
め
，
納
税
通
知
書
を
早
期
に
発
送
し
，
市
内
ス
ー

パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
及
び
Ｊ
Ｒ
古
川
駅
に
お
け
る
納
期
内
納
付
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
や
大
手
事
業
所
及
び
飲
食
店
へ

の
チ
ラ
シ
配
布
な
ど
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
納
期
内
納
付
率
が
件
数
ベ
ー
ス
で
前
年
度
よ
り
3.9ポ

イ
ン
ト
向

上
し
た
。

４
　
個
人
県
民
税
の
収
入
率
向
上
の
た
め
住
民
税
特
別
徴
収
未
実
施
の
事
業
主
に
対
し
て
特
別
徴
収
へ
の
移
行

を
市
町
と
連
携
し
働
き
掛
け
た
。

５
　
納
税
者
の
利
便
を
図
る
た
め
夜
間
窓
口
納
税
を
４
回
，
休
日
納
税
窓
口
を
３
回
開
設
し
た
。

　
�
　
北
部
県
税
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
（
旧
栗
原
県
税
事
務
所
）

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
み
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
さ
ら
に

適
切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。 

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
平
成
19年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
 55,634,352円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
 89,741,227円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
145,375,579円

　
　
　
・
平
成
18年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
 32,448,402円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
100,968,525円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
133,416,927円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
宮
城
県
税
収
確
保
対
策
３
か
年
計
画
で
の
目
標
に
基
づ
き
，
収
入
未
済
額
の
縮
減
に
努
め
て
い
る
。

１
　
滞
納
事
案
検
討
会
に
お
い
て
，
大
口
の
滞
納
案
件
の
状
況
把
握
と
今
後
の
処
理
方
針
を
決
定
し
，
滞
納
整

理
が
停
滞
し
な
い
よ
う
努
め
た
。

２
　
新
規
発
生
の
滞
納
事
案
に
つ
い
て
は
，
早
期
の
催
告
，
財
産
調
査
及
び
積
極
的
な
差
押
え
を
実
施
し
，
滞

納
繰
越
と
な
ら
な
い
よ
う
努
め
た
。

３
　
個
人
県
民
税
に
つ
い
て
は
，
各
種
の
徴
収
支
援
を
行
う
と
と
も
に
，
事
業
者
に
対
し
，
給
与
所
得
者
に
対

す
る
特
別
徴
収
制
度
採
用
を
働
き
掛
け
た
。

　
�
　
東
部
県
税
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
（
旧
登
米
県
税
事
務
所
）

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容



（5）　 平成21年６月12日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2065号　　 
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
　
6,167,243円

　
　
　
〇
未
熟
児
養
育
費

　
　
　
・
平
成
19年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
　
　
 38,254円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
　
　
283,634円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
　
　
321,888円

　
　
　
・
平
成
18年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
　
　
106,229円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
　
　
244,359円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
　
　
350,588円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
〇
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金

　
収
納
促
進
に
つ
い
て
は
，
滞
納
発
生
後
速
や
か
に
督
促
通
知
を
行
い
，
そ
の
後
も
電
話
や
訪
問
等
に
よ
る
督

促
や
納
入
指
導
を
行
い
，
早
期
回
収
に
努
め
て
い
る
。
ま
た
，
収
入
未
済
の
発
生
防
止
策
と
し
て
，
貸
付
け
決

定
前
に
借
受
人
親
子
と
の
面
接
実
施
や
保
証
人
の
償
還
意
志
の
確
認
を
行
う
と
と
も
に
家
庭
状
況
に
応
じ
た
償

還
方
法
の
変
更
な
ど
の
納
入
指
導
を
行
っ
て
い
る
。

　
今
後
も
，
未
償
還
者
に
対
し
て
適
宜
電
話
や
文
書
等
に
よ
る
督
促
を
行
う
と
と
も
に
必
要
に
応
じ
て
家
庭
等

を
訪
問
し
て
督
促
す
る
な
ど
，
生
活
状
況
を
確
認
し
な
が
ら
，
継
続
的
な
償
還
指
導
を
行
い
収
納
促
進
に
努
め

て
い
く
。

　
　
　
〇
生
活
保
護
扶
助
費
返
還
金

　
平
成
19年

度
収
入
未
済
額
の
平
成
20年

度
末
現
在
の
状
況
に
つ
い
て
は
，
現
年
度
分
は
822,849円

で
，
過

年
度
分
は
5,709,691円

で
合
計
6,532,540円

と
な
っ
て
お
り
，
平
成
19年

度
末
と
比
較
す
る
と
473,000円

の
減
と
な
っ
て
い
る
。

　
今
後
も
，
収
入
未
済
額
の
縮
減
に
向
け
，
現
在
，
生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る
債
務
者
に
対
し
て
は
通
常
の

家
庭
訪
問
の
際
に
納
入
指
導
を
行
う
と
と
も
に
，既
に
生
活
保
護
が
廃
止
と
な
っ
て
い
る
債
務
者
に
対
し
て
は
，

家
庭
訪
問
や
電
話
等
で
収
納
促
進
に
努
め
て
い
く
。

　
　
　
〇
未
熟
児
養
育
費

　
処
理
状
況
に
つ
い
て
，
年
度
の
新
し
い
も
の
か
ら
優
先
的
に
電
話
催
促
を
定
期
的
に
行
い
（
平
成
19年

度
計

18回
），
電
話
連
絡
の
つ
か
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
家
庭
訪
問
を
行
っ
た
（
平
成
19年

度
計
３
回
）。

　
対
応
策
と
し
て
，
申
請
時
に
未
然
防
止
の
た
め
制
度
説
明
を
十
分
に
行
い
，
既
に
時
効
と
な
っ
て
い
る
も
の

や
特
別
の
事
情
等
に
よ
り
不
納
欠
損
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
，速
や
か
に
子
ど
も
家
庭
課
と
協
議
し
な
が
ら
，

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
 50,299,145円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
160,891,162円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
211,190,307円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
個
人
県
民
税
に
つ
い
て
は
，
管
内
市
町
と
の
連
携
を
進
め
，
滞
納
者
情
報
の
交
換
，
地
方
税
法
第
48条

に
よ

る
直
接
徴
収
を
行
う
と
と
も
に
共
同
徴
収
及
び
共
同
催
告
を
行
っ
た
。さ
ら
に
特
別
徴
収
の
推
進
を
図
る
た
め
，

市
町
と
共
同
で
事
業
所
訪
問
を
行
っ
た
。

　
そ
れ
以
外
の
県
税
に
つ
い
て
は
，
捜
索
を
含
め
た
財
産
調
査
を
迅
速
に
行
い
，
資
力
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
納
付
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
，
預
金
，
給
料
，
電
話
加
入
権
等
の
差
押
え
を
行
い
，
滞
納
額
縮
減
に
努
め
た
。

　
�
　
仙
台
保
健
福
祉
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金
，
生
活
保
護
扶
助
費
返
還
金
及
び
未
熟
児
養
育
費
に
お
い
て
，
収
入
未

済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
〇
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金

　
　
　
・
平
成
19年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
　
4,942,318円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
 21,549,615円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
 26,491,933円

　
　
　
・
平
成
18年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
　
5,114,223円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
 18,251,383円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
 23,365,606円

　
　
　
〇
生
活
保
護
扶
助
費
返
還
金

　
　
　
・
平
成
19年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
　
1,072,849円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
　
5,932,691円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
　
7,005,540円

　
　
　
・
平
成
18年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
　
　
　
　
 0円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
　
6,167,243円
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調
査
の
実
施
に
際
し
て
，
保
健
福
祉
事
務
所
を
含
め
た
各
メ
ニ
ュ
ー
事
業
の
担
当
者
等
の
会
議
を
開
催
し
，
平

成
20年

４
月
改
正
の
「
市
町
村
振
興
総
合
補
助
金
確
認
調
査
実
施
要
領
」
に
基
づ
く
厳
正
な
調
査
実
施
を
指
示

す
る
と
と
も
に
，
特
に
，
証
憑
書
類
や
成
果
物
の
現
物
確
認
を
徹
底
し
た
。
ま
た
，
同
時
期
に
市
町
等
の
企

画
・
財
政
担
当
課
の
職
員
を
対
象
に
会
議
を
開
催
し
，
適
正
な
事
業
の
執
行
を
求
め
た
。

　
�
　
水
産
高
等
学
校

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
学
校
徴
収
金
に
お
い
て
，
職
員
に
よ
る
学
年
諸
経
費
な
ど
の
横
領
事
件
が
発
生
し
，
不
正
に
使
用
さ
れ
た
こ

と
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
再
発
防
止
に
向
け
て
速
や
か
に
事
務
の
改
善
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
同
窓
会
費
，
職
員
親
睦
会
費
，
教
材
費
等

　
　
　
・
職
員
に
よ
る
横
領
金
額
　
　
4,911,142円

　
　
　
・
横
領
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
期
間
　
　
平
成
19年

３
月
か
ら
20年

５
月

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
「
宮
城
県
立
学
校
学
校
徴
収
金
会
計
事
務
に
関
す
る
取
扱
要
領
（
準
則
）」
の
遵
守
を
徹
底
す
る
た
め
，
今

回
，
新
た
に
「
会
計
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
を
水
産
高
校
で
独
自
に
作
成
し
，
職
員
全
員
に
配
布
す
る
と
と
も
に

取
扱
手
続
の
遵
守
を
校
長
か
ら
指
導
し
た
。
ま
た
，
学
校
の
関
係
団
体
に
対
し
て
も
適
切
な
処
理
に
つ
い
て
改

め
て
要
請
し
た
。

　
す
べ
て
の
県
立
高
校
に
対
し
て
は
，
平
成
20年

６
月
に
臨
時
校
長
会
議
を
開
催
し
，
職
員
の
服
務
規
律
の
確

保
と
取
扱
要
領
等
の
遵
守
の
徹
底
に
つ
い
て
口
頭
及
び
文
書
で
指
導
し
た
。
そ
の
後
も
機
会
を
と
ら
え
て
同
様

の
注
意
喚
起
を
校
長
及
び
事
務
長
に
行
っ
て
き
た
。
ま
た
，
全
県
立
高
校
を
対
象
に
，
学
校
徴
収
金
の
会
計
事

務
に
つ
い
て
，
平
成
20年

度
か
ら
の
２
か
年
で
事
務
処
理
状
況
を
調
査
し
，
個
別
に
訪
問
指
導
を
実
施
し
て
い

る
。

不
納
欠
損
処
分
等
の
検
討
を
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
�
　
松
島
公
園
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
占
用
許
可
使
用
料
に
お
い
て
，
還
付
手
続
き
の
遅
延
に
よ
り
損
害
が
生
じ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う

に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
過
誤
納
付
金
の
還
付
手
続
き
の
遅
延
に
よ
り
損
害
が
生
じ
た
も
の
。

　
　
　
・
正
規
使
用
料
　
　
　
　
　
3,290円

　
　
　
・
過
誤
納
付
金
額
　
　
　
 99,160円

　
　
　
・
還
付
加
算
金
　
　
　
　
　
7,400円

　
　
　
・
返
還
額
合
計
　
　
　
　
103,270円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
使
用
料
の
算
定
に
当
た
っ
て
，基
準
の
適
用
や
積
算
等
に
誤
り
が
な
い
よ
う
，起
案
時
及
び
決
裁
時
の
チ
ェ
ッ

ク
を
慎
重
に
行
う
こ
と
と
し
た
。

　
�
　
大
河
原
地
方
振
興
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
補
助
金
の
実
績
確
認
に
お
い
て
，
確
認
が
不
十
分
だ
っ
た
も
の
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
実
績
確
認
を
徹
底
す

る
な
ど
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
市
町
村
振
興
総
合
補
助
金
に
お
い
て
，
実
績
報
告
書
に
基
づ
き
，
書
面
に
よ
る
確
認
調
査
を
行
っ
た
が
，
一

部
事
業
に
不
適
正
執
行
が
あ
っ
た
も
の
。

　
　
　
・
事
業
名
　
　
市
町
村
献
血
推
進
事
業

　
　
　
・
事
業
主
体
　
丸
森
町

　
　
　
・
補
助
金
額
　
平
成
19年

度
　
　
158,000円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
18年

度
　
　
144,000円

　
　
　
・
返
還
額
　
　
平
成
19年

度
　
　
 54,000円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
18年

度
　
　
 11,000円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
本
件
事
案
を
受
け
て
，
適
正
執
行
の
確
保
に
係
る
対
応
方
針
を
定
め
，
管
内
市
町
等
へ
の
通
知
を
行
う
と
と

も
に
，
当
所
及
び
保
健
福
祉
事
務
所
の
メ
ニ
ュ
ー
事
業
担
当
者
に
対
し
て
，
市
町
の
事
業
執
行
に
対
す
る
指
導

や
厳
正
な
実
績
確
認
の
実
施
に
つ
い
て
改
め
て
周
知
を
図
っ
た
。
さ
ら
に
，
平
成
20年

度
補
助
金
に
係
る
確
認

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
６
号

　
警
備
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
平
成
21年

６
月
12日

 
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
中
村
　
孝
也
　
　

　
　
　
警
備
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
警
備
業
法
施
行
細
則
（
平
成
20年

宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
６
条
第
１
項
中
「
次
の
と
お
り
」
を
「
次
に
掲
げ
る
護
身
用
具
（
鋭
利
な
部
位
が
な
い
も
の
に
限
る
。）
以
外
の
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も
の
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

�
　
警
戒
棒
（
そ
の
形
状
が
円
棒
で
あ
っ
て
、
長
さ
が
30セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
90セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ

り
、
か
つ
、
重
量
が
別
表
第
１
の
左
欄
に
掲
げ
る
長
さ
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
定
め
る
も
の

に
限
る
。）

�
　
警
戒
じ
ょ
う
（
そ
の
形
状
が
円
棒
で
あ
っ
て
、
長
さ
が
90セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
130セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
以

下
で
あ
り
、
か
つ
、
重
量
が
別
表
第
２
の
左
欄
に
掲
げ
る
長
さ
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
定
め

る
も
の
に
限
る
。）

�
　
刺
股

�
　
非
金
属
製
の
楯

�
　
前
４
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
携
帯
す
る
こ
と
に
よ
り
人
に
著
し
く
不
安
を
覚
え
さ
せ
る
お
そ
れ
が
な
く
、

か
つ
、
人
の
身
体
に
重
大
な
害
を
加
え
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の

　
第
６
条
第
２
項
中
「
警
戒
杖
」
を
「
警
戒
じ
ょ
う
」
に
改
め
、
同
条
第
３
項
中
「
警
戒
杖
及
び
非
金
属
製
の
楯
」
を

「
警
戒
じ
ょ
う
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
る
。

　
附
則
の
次
に
別
表
と
し
て
次
の
２
表
を
加
え
る
。

別
表
第
１
（
第
６
条
関
係
）

　
警
戒
棒
の
制
限

重
　
　
　
　
　
　
量

長
　
　
　
　
　
　
さ

160グ
ラ
ム
以
下

30セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
40セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下

220グ
ラ
ム
以
下

40セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
50セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下

280グ
ラ
ム
以
下

50セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
60セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下

340グ
ラ
ム
以
下

60セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
70セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下

400グ
ラ
ム
以
下

70セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
80セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下

460グ
ラ
ム
以
下

80セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
90セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
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別
表
第
２
（
第
６
条
関
係
）

　
警
戒
じ
ょ
う
の
制
限

 

　
　
　
附
　
則

　
（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
21年

７
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
警
備
業
法
第
17条

第
２
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
て
警
備
業
者
及
び
警
備
員
の

携
帯
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
警
戒
棒
又
は
警
戒
じ
ょ
う
（
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
警
備
業
法
施
行
細
則
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。）
第
６
条
第
１
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）
に
つ
い

て
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
10年

間
は
、
新
規
則
第
６
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
警
備
業
者
及

び
警
備
員
は
こ
れ
ら
を
携
帯
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

重
　
　
　
　
　
　
量

長
　
　
　
　
　
　
さ

510グ
ラ
ム
以
下

90セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
100セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下

570グ
ラ
ム
以
下

100セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
110セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
以

下

630グ
ラ
ム
以
下

110セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
120セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
以

下

690グ
ラ
ム
以
下

120セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
130セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
以

下


